登録行政庁変更届書について

１　登録行政庁の変更の届出をしようとする者は都道府県知事に届出が必要です。
販売所の増減、販売所の移転等により所管行政庁が変更になったときには、新行政庁の登録を受け、旧行政庁に登録行政庁変更届を提出しなければなりません。
（液石法第６条）　
　⑴　都道府県知事の登録者が経済局長の登録を受ける場合
　　　都道府県知事の登録を受けた者が、一つの経済局管内の二つ以上の都道府県の区域内に販売所を持ち、液化石油ガスの販売事業を行おうとする者
　⑵　都道府県知事の登録者が経済大臣の登録を受ける場合
都道府県知事の登録を受けた者が、二つ以上の経済局の区域内に販売所を持ち、液化石油ガスの販売事業を行おうとする者
　⑶　経済大臣の登録者が都道府県知事の登録を受ける場合
経済大臣の登録を受けた者が、一つの都道府県管内にのみ販売所を持ち、液化石油ガスの販売事業を行おうとする者
　⑷　経済局長の登録者が都道府県知事の登録を受ける場合
経済局長の登録を受けた者が、一つの都道府県管内にのみ販売所を持ち、液化石油ガスの販売事業を行おうとする者
　※　⑴～⑷にあっては
→ 新規所管行政庁に販売事業の登録申請
　　→ 既存所管行政庁に登録行政庁の変更届出
　⑸　都道府県知事の登録者が、全販売所を他の都道府県に移転する場合
一つの都道府県内に所有又は占有している全販売所を、他の都道府県に移転する場合
→ 移転先所管行政庁に販売事業の登録申請
→ 既存所管行政庁に登録行政庁の変更届出

２　手続きに必要な書類
	書類
	部数
	備考

	登録行政庁変更届書（様式第３）
	１
	控えが必要であれば、副本とともに２部提出すること。

	※１．新たな所管行政庁に販売事業の登録申請をすること。
販売事業の登録申請時に提出する書類は、販売事業登録申請書の提出書類を参照すること。
２．新たな販売事業の登録後、従前の登録をした所管行政庁に登録行政庁変更届書を提出すること。
３．経済局長の登録者が経済大臣の登録を受ける場合は、新規所管行政庁に販売所等の変更届書又は販売事業の承継届書を提出すること。
（その逆の場合は、新規所管行政庁に販売所等の変更届書を提出すること。）



３　手数料
　 不要

４　届出の方法
届出に必要な書類を、次の届出先に郵送又は持参してください。
	鳥取県危機管理部消防防災課	
〒６８０－８５７０
　鳥取県鳥取市東町一丁目２７１番地
　　電　　　　話 ： ０８５７－２６－７０６３
　　ファクシミリ ： ０８５７－２６－８１３９
　　電子メール ： shoubou@pref.tottori.lg.jp



様式第３（第7条関係）
	
	

	×受理年月日
	　年  月  日





 登 録 行 政 庁 変 更 届 書 



令和　　年　　月　　日　


　鳥 取 県 知 事  　様


名　　　　称
代表者の氏名
住　　　　所



　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第６条の規定により、次のとおり届け出ます。


１　従前の法第３条第１項の登録の年月日及び登録番号




２　新たな法第３条第１項の登録をした者、登録の年月日及び登録番号




３　登録行政庁の変更の理由








（備考）１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　　２　×印の項は記載しないこと。
